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富山県の状況
人 口 １０６万１，３６３人

世帯数 39万5612世帯
高齢化率 30.8%
特定健診受診率

43.0%（市町村国保）
特定保健指導終了率

24.6%（市町村国保）
特 徴
健診結果：メタボ該当者全国11位、血糖値4位、中性脂肪8位

（Ｈ２６年度全医療保険者）

活動の実態：1日の歩数（全国女性25位・男性26位）
食の実態：全国1位（さしみの盛り合わせ、昆布、佃煮、オレンジ）

全国2位（もち、惣菜セット、カツレツ、プリン、アイスクリーム
ソフトクリーム、コーヒー、ココア、ジュース）

全国3位（かまぼこ）
全国4位（カップ麺、カレールウ、ふりかけ、天ぷら、フライ）
全国5位（なし、清酒）
全国6位（すし、米、）
ベスト10以内（麺類、加工肉、みそ、調理パン、せんべい）
生野菜摂取量全国29位

（Ｈ26年度総務省家計調査）人口・世帯数・高齢化率：Ｈ28年10月1日現在
特定健診受診率・特定保健指導終了率：Ｈ28年度法定報告（ ）
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富山県在宅保健師らいちょう会
目 的
県内に在住する在宅保健師が、会員相互の親睦を図るとともに、
地域における保健活動の重要性を認識し、経験に基づき地域の
保健活動に寄与する。

設 立
平成９年１０月

会 費
2,000円/年間
会員の状況
会員数：６８名 平均年齢：６７.４歳

（平成30年１月現在）

年代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳代 合計

会員数
（ ％ ）

１
（１.５％）

４３
（６３.２％）

２２
（３２.４％）

２
（２.９％）

68
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主な活動内容

１．特定健診等受診勧奨事業

２．健康度測定と保健指導
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３．健康寸劇

４．健康教育

５．広報活動

６．研修会
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２０年のあゆみ
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創立20周年記念式典の開催（H28.10.15)
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特定健診等受診勧奨事業
目 的
特定健康診査等基本指針において、国が示す平成29年度
における市町村国保特定健診・保健指導実施率の目標値は、

それぞれ60％である。
富山県市町村国保の平成27年度健診実施率42.9％保健指導
実施率25.0％（速報値）であり、今後さらに実施率の向上を図る
ことが重要となる。

富山県在宅保健師らいちょう会会員が特定健診及び保健指導

対象者に対し、自ら健康管理を行うことの重要性の理解を図り

ながら、特定健診・保健指導の受診及び利用勧奨を行うことに

よって、生活習慣病等の予防を推進すると共に、市町村国保の

健診・保健指導実施率の向上ひいては医療費の適正化に寄与

する。
8



事業内容
特定健診未受診者等受診勧奨
特定保健指導対象者利用勧奨
その他目的を達成するために必要な事項

実施主体
市町村
在宅保健師らいちょう会
国民健康保険団体連合会

受診勧奨対象者
特定健診対象者等及び特定保健指導対象者のうち、
実施主体三者で協議し、決定した者

実施方法
時 期 ８月～翌年３月

場 所 市町村役所内会議室
保健センター事務室、相談室・健診室等

時 間 ２部制 （１２時～１６時、１６時～１９時３０分）

人 数 各部１～２名
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実施事業における役割

らいちょう会 電話勧奨者連絡先台帳の作成（電話番号調べ）

電話勧奨の実施

事業実施後結果の取りまとめ

国保連合会 受診勧奨対象者の選出・名簿の作成

事前説明会・事後連絡会の開催

事業実施に関する調整

事業実施に必要な諸経費の負担

市町村 電話勧奨を行う場所の確保

折り返し電話等の対応

会議室・電話使用料の負担
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個人情報の取り扱い

本事業に携わる中で知り得た個人情報は、個人情報保護の
重要性を認識し、事業実施期間中はもとより、事業終了後も
個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切
に取り扱うものとする。

個人情報保護に関する誓約書の提出
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担当者事前研修会の開催

内 容

テーマ「健診結果の読み方と保健指導の実際」

健診データの変化から代謝の視点で読み取る

血管内皮障害について

保健指導の的の絞り方 等々

受診勧奨事業を担当するらいちょう会会員を対象に
平成26年度から毎年開催
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受診勧奨フロー図
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特定健診受診勧奨マニュアルの作成
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特定保健指導利用勧奨マニュアルの作成
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導入

市町村等から依頼されたことを伝える。

自分の名前と保健師であることを伝える。

今後、受ける予定

（利用勧奨） 本日予約できることを伝える。

予約表に必要事項を記入。

（受診勧奨） 持ち物の確認（受診券、保険証等）

受診券を紛失した場合は再発行について説明する。

本人が、不在の場合

帰宅時間を確認。勧奨時間内の帰宅であれば再度電話をかける
ことを伝える。勧奨時間外であれば、家族に特定健診・保健指導を
受けるよう本人に伝えていただくことを依頼し、終了する。

説明（マニュアル作成）のポイント！
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以前受けてすでに実行中もしくは、受けた（利用勧奨）

取組内容を聞きながら、取り組み続けていることを賞賛する。

病院等に通院中と言われた場合

（利用勧奨）医師からの内容を聞く。

気になることがあればいつでも相談くださいと伝える。

（受診勧奨）特定健診は通院中の方も全員対象となることを伝える。

主治医と相談してぜひ受けてくださいと伝える。

受けるつもりはない

受けない理由を聞く。どのような体制であれば受けるか聞く。

留守番電話になった場合

市町村から特定健診受診勧奨等で電話をしたことを伝える。
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No 地区 証番号 カナ氏名 性別 電話番号 年齢 受診日 健診受診の有無
未受診
の理由

提供 再発行 備考
電話対応者
または、不在

1 男 66 25

26

27 ○

2 女 64 25

26

27

3 男 48 25

26

27

4 男 41 25

26

27

5 男 62 25

26

27

6 女 58 25

26

27

未受診
期間

電話実施日時

　受けた・予定

 受けない・検討中

　受けた・予定

 受けない・検討中

　受けた・予定

 受けない・検討中

　受けた・予定

 受けない・検討中

　受けた・予定

 受けない・検討中

　受けた・予定

 受けない・検討中

記録表見本

事業実施スケジュール

６～７月頃 ２者打合せ
（市町村・国保連合会）

７～８月頃 ３者打ち合わせ
（市町村・国保連合会・

らいちょう会）

８月下旬～ 受診勧奨開始
９月上旬 担当者研修会
終了後 実施結果の取りまとめ

（らいちょう会）

事後連絡会
（市町村・国保連合会・らいちょう会）
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実施状況

年度
実施
保険者

健診受診勧奨 保健指導利用勧奨

対象者
（人）

電話回数
（回）

保健師
延活動人数
（人）

対象者
（人）

電話回数
（回）

保健師
延活動人数
（人）

24 A市 850 1,556 30

25
B町 1,063 1,147 24
C町 136 169 4

26
D村 264 423 8

E市 327 629 22

27
Ｅ市 379 647 23

Ｆ市 1,049 1,403 19

28
F市 1,427 2,251 31

G町 1,734 1,785 32

29
G町 事業結果集計中

Ｈ市 事業実施中（3月まで）
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Ｅ市特定保健指導利用勧奨事業の実施状況

人 口：４万８７６１人

世帯数：１万６，２２０世帯

高齢化率：28.8% 国保被保険者数：10,171（20.8%）
（65～74歳が44％、40～64歳が34％、39歳以下が21.5％）

産業構成：第２次産業35.5％と県・国と比較して高い。

平均寿命、健康寿命：国や県に比べやや高い。

死亡の原因疾患

がん（30.7％）心臓病（10.3％）脳疾患（9.6％）
早世死亡の割合は国や県に比べ低い。

平成２７年Ｅ市第１期データヘルス計画より

Ｅ市の状況及び特徴
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特定保健指導終了率の推移

26.3
29.1

42.2

56.6

62.5
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24 25 26 27 28

（％）

（年度）

年度
対象者
（人）

終了者
（人）

終了率
（％）

24 525 138 26.3

25 550 160 29.1

26 531 224 42.2

27 519 294 56.6

28 480 300 62.5

国保連合会資料（平成24年度＝平成26年1月時点速報値、平成25年度＝平成26年10月時点速報値、
平成26年度＝平成27年11月時点速報値、平成27年度＝平成28年11月時点速報値、平成28年度＝平成29年11月時点速報値）

健診
受診率

59.5% 58.7% 60.4% 60.7% 61.1%

平成２６・２７年度らいちょう会として
実施、その後Ｅ市との個別契約により
Ｈ28・29年度継続実施
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特定保健指導利用勧奨記録表（使用例）
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過去の
保健指導
個人ファイル

健診結果

利用勧奨
記録表

予約
台帳
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利用率向上の要因
国保連合会
１．関係機関との連絡調整等による連携
（事業実施における共通認識を図るため市町村、らいちょう会との2者、3者での頻回な打ち合わせ等の実施）

らいちょう会
１．実施できる在宅保健師の確保 （２０時頃まで対応可能な会員の確保）

２．毎月タイムリーな利用勧奨、最大３回の電話勧奨の実施
３．事前研修会の受講 （勧奨だけでなく、電話による適切な保健支援の実施）
からだのメカニズムを踏まえた健診経年データの読み取りによる結果の見方等のアドバイス

４．Ｅ市の健診・保健指導体制等の理解把握 住民へ相談実施場所等の正確な情報提供

Ｅ市
１．住民主体の保健指導の実施
・利用者の都合に合わせた日程・時間・場所の確保と家庭訪問等による柔軟な対応
・保健指導実施日の定例化、指導時間を１８時まで延長、地区毎の相談（指導）日の設定
２．あらゆる機会を踏まえた利用勧奨と保健指導（がん検診会場での待ち時間を利用した保健指導）
３．電話勧奨前の事前準備
・封筒と一体化した案内チラシに保健指導実施日程を記載し作成（封筒を開けなくても予約ができるよう工夫）し配布
４．かかりつけ医との連携により、主治医からの保健指導のすすめ
５．受けたくなる保健指導（住民が何回も受けたくなる保健指導）を目指して
・初回か継続利用者であるか等対象者の状況やニーズを踏まえた個別保健指導の実施
・研修会の受講等による保健指導の質の担保
・保健指導教材の工夫によるわかりやすい保健指導の実施

※ ３者の話合いにより、Ｅ市の実態に合わせた独自の勧奨マニュアルを作成することによって、事業内容等
の共通認識を充分に図り、それぞれがその役割をきちんと果たすことによって利用率が向上したのではないか。
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食品に含まれる塩分量の目安

年末・年始によく食べる８０kcalの食品量と運動量の目安

よく飲まれている飲み物に含まれる糖分の量
保健指導教材の工夫例



特定健診受診率及び保健指導実施率の向上に向けて

１．夕方以降の勧奨時間の設定や、本人が在宅している時間にかけなおす等
柔軟な対応による直接の受診勧奨の実施。

２．電話勧奨時の個別健康相談等の実施により、対象者の疑問や求めている
ことについて、専門的なアドバイスを丁寧に行う。

３．住民に対してあらゆる機会を利用した、継続的な受診等の声かけを行う。
４．健診等の必要性、意義についてからだのメカニズムを踏まえたわかりや
すい説明を行う。

５．住民主体の保健指導の実施等により効果が見られ、住民から住民に口コミ
で保健指導の成果が伝えられることによって、実施率向上につながる。

６．保険者毎の取り組みだけでなく、県内の実施状況や課題等を県・市町村
健診・保健指導機関、保険者協議会その他各関係機関が情報共有すること
によって連携し、それぞれの立場で受診率・利用率の向上に結びつく取り組
みを実施する。

地域全体に1年に1回は健診を受けて「自分の健康は自分で守る。」という
意識づくりを浸透させ、受診の習慣化を図るという住民を巻き込んだ取り組
みが重要。
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ご清聴ありがとうございました。


